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いつもお世話になっております。

昨年一年、ありがとうございました。

今年もよろしくお願いします。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
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2026年1月の税務

1月13日

●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付（年2回納付の特例適用

者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付）

2月2日

●支払調書の提出

●源泉徴収票の交付

●固定資産税の償却資産に関する申告

●11月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・（法人

事業所税）・法人住民税＞

●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・

地方消費税＞

●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告＜消費税・地方消費税

＞

●5月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住

民税＞（半期分）

●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告＜

消費税・地方消費税＞

●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者

の1月ごとの中間申告（9月決算法人は2ヶ月分）＜消費税・地方消費税＞



●給与支払報告書の提出

○給与所得者の扶養控除等申告書の提出（本年最初の給与支払日の前日）

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付（第4期分）（1月中において市町村の

条例で定める日）

代償分割による遺産分割

◆代償分割とは

　相続後も親の不動産に住み続ける場合、複数の相続人が不動産を共有で相続す

ることは、将来の建替えや売却の際、所有者全員の同意を得なければならないな

ど、所有関係を不安定なものにしてしまいます。このように現物分割が困難な財

産の場合に、特定の相続人が現物の財産を取得し、代わりに他の相続人には、そ

れぞれの持分に応じて債務を負担して遺産分割することができます。これを代償

分割と呼びます。

◆代償財産の価額の計算方法

　代償分割で交付する財産（代償財産）の価額は、財産を取得した相続人が他の

相続人に対して支払う債務（代償債務）の額となります。例えば相続人が兄弟2

人で兄が親の居宅を相続して弟に金銭を支払う場合、居宅と敷地の相続税評価額

を4,000万円、支払額を2,000万円とすると、それぞれの取得財産の価額は次のよ

うに計算します。

　兄の課税価格：　4,000－2,000＝2,000万円

　弟の課税価格:　2,000万円

　また、居宅と敷地の評価額を時価とする場合、時価を5,000万円、支払う金銭

を2,000万円とすると、それぞれが取得する財産の価額は次のように計算します

。

　兄の課税価格＝Ｃ－Ａ×Ｃ/Ｂ＝2,400万円

　弟の課税価格＝Ａ×Ｃ/Ｂ＝1,600万円

　Ａ：代償債務の額　2,000万円

　Ｂ：代償債務の額の決定の基となった財産の通常の取引価額（時価）5,000万

円

　Ｃ：代償債務の額の決定の基となった財産の相続税評価額　4,000万円

◆不動産で支払うと譲渡所得税が課税される

　代償財産が相続人の所有不動産の場合、相続人は代償債務の支払いのため、自

身の所有不動産を時価で譲渡したものとして、譲渡所得に課税されます。この場

合、代償債務の負担額は、代償分割によって取得した相続財産の取得費に算入さ

れません。

◆代償分割の活用

　預貯金や株式、信託財産など金融資産を分割する場合、相続人の数が多いとき

は、分割に相続人間の同意がある場合でも、相続人全員が一堂に会して金融機関

向けの申請書類に署名・押印する手続きは負担が重くなります。この場合も相続

人代表者が代償分割を活用すれば手続きが楽になりそうです。金融機関と事前に



相談しておくことをお勧めします。

令和7年　年末調整の変更点

◆今年の改正内容は年末一気に清算

　年末調整は、給与所得者の毎月概算で徴収した源泉所得税とその年の正確な所

得税との差額を計算して過不足を清算する手続きです。

　今年は改正により基礎控除額が増加した方については、毎月の源泉徴収する所

得税は去年と同様で、年末調整時に差額を調整するため、年末調整時に還付する

源泉税が大きい額になるケースが多そうです。

◆定額減税から特定親族特別控除へ

　名前の長さが毎年際立っている基礎控除等を申告する用紙の名前が「給与所得

者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減

税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」から「給与所得者の基礎控除申告

書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼

所得金額調整控除申告書」に変更されています。文字数を数えたところ去年より

1文字減少しています。

　今年新設された特定親族特別控除は、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族

（配偶者・専従者を除く）で、合計所得金額が58万円超123万円以下（給与収入

換算で123万円超188万円以下）の方がいる場合受けられる控除です。この控除が

新設されたことにより令和8年分給与所得者の扶養控除等（異動）申告書にも変

更が加えられ、「特定親族」のチェック欄が新設されています。

◆控除額判定が変わっているので注意

　年末調整に関する内容としては、先に挙げた特定親族特別控除以外にも、基礎

控除の引上げと段階の増加、給与所得控除の最低保証額の引上げ、給与所得控除

変更による配偶者（特別）控除の額の判定変動など、控除額の判定が改正されて

います。

　年末調整ソフト等で対応する会社であれば、あまり心配ないかもしれませんが

、念のためこの機会に国税庁の「年末調整がよくわかるページ」を確認するのが

良いかもしれません。

　また、基礎控除額の改定に伴い、令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が改正

されていますから、来年1月からの源泉徴収額に変動のある方が多くなります。

今のうちにチェックしておきましょう。
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